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議案第２９号 

目黒区介護保険条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和７年３月６日 

提出者 目黒区長  青   木   英   二 

 

目黒区介護保険条例の一部を改正する条例 

目黒区介護保険条例（平成１２年３月目黒区条例第１５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１０条第１項第１号ウ、第２号ア及び第３号の２ア中「８００，０００円」

を「８０９，０００円」に改める。 

   付 則 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の目黒区介護保険条例第１０条の規定は、令和７年

度分の保険料から適用し、令和６年度分までの保険料については、なお従前

の例による。 

 

（説明） 保険料率の算定に係る所得基準を見直すため、条例改正の必要を認

め、この案を提出します。 


